
｢第 1 2 回産科医療補償制度原因分析委員会｣ 次第

日 時 : 平成 2 2 年 2 月 9 日 (火 )

1 6 時 0 0 分~ 1 8 時 0 0 分

場所 : 機構 9 階ホール

ー 開 会

2 . 議 事

1 ) 原因分析委員会部会にお け る 主な意見について (公開 )

2 ) 原因分析報告書審議について (非公開 )

3 . 閉 会



1 ) 原因分析委員会部会にお け る主な意見について

○ 平成 2 2 年 1 月 1 8 日 ( 月 ) か ら 1 月 2 7 日 (水 ) に かけ て 、 原因分析委

員会第一部会か ら 第五部会が順次開催 さ れ、 事案審議が行われた。

○ 部会において個別事案の審議を実際に行 う 中で 、 原因分析の進め方等に関

して部会委員か ら様々 な ご意見をいただいた 。 主な ご意見 と そ の ご意見に対

して の今後 の対応は以下の と お り 。

( 1 ) 原 因分析報告書作成に関す る部会お よ び各部会委員の役割につ いて

【主な意見】

○ 原因分析報告書が作成 さ れる に あた っ て 、 部会に求め ら れ る役割 を教えて

ほ しい。 ま た 、 各部会委員が果たすべき役割 を 明確に して ほ しい 。

【対応 】

○ 本制度の原因分析は 、 審査の結果補償対象 と な っ た全て の事案 を対象 と し

てい る こ と か ら 、 将来的 に は年間 5 0 0 件か ら 8 0 0 件の原因分析報告書の

作成が必要 と 見込まれる 。

○ こ のた め 、 原因分析報告書作成に あた っ て は 、 原因分析委員会において 、

事務局 の産科医 ･ 助産師 、 部会 、 本委員会のそれぞれの役割について 、 以下

の よ う に進め る こ と と さ れた 。

《原因分析報告書作成に関す る事務局 、 部会 、 本委員会の役割》

【事務局の産科医 ･ 助産師】

･ 分娩機関か ら提出 さ れた診療録 ･ 助産録、 検査デー タ 、 ｢診療体制等に関

する情報｣ 、 お よ び保護者か ら の情報、 そ の他の資料を整理 し 、 原因分析報

告書作成のた め の資料 と して 、 ｢事例の概要｣ ｢妊娠 ･ 分娩経過一覧｣ ｢論点

整理シー ト ｣ 等 を作成する 。

【部会】

･ 診療録等に基づき 、 事務局の産科医 ･ 助産師が整理 した ｢事例の概要｣ ｢妊

娠 ･ 分娩経過一覧｣ ｢論点整理シー ト ｣ 等 を参考に して 、 原因分析報告書を

取 り ま と め る 。

[本委員会 】

･ 部会が作成 した原因分析報告書について審議 し 、 承認の可否を決定する 。
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《各部会委員の役割 》

【部 会 長 】 レポー タ ー を指導する と と も に 、 部会において取 り ま と め た原

因分析報告書の内容について 、 原因分析委員会本委員会に対 し

て責任を持つ。

【 レポータ ー】 診療録等に基づき 、 事務局の産科医 ･ 助産師の整理を参考に し

て 、 部会長お よ び他の産科医の部会委員 と 連携を取 り な が ら 部

会で審議す る ｢報告書案｣ を作成す る と と も に 、 他の部会委員

か ら の意見や助言を踏ま え 、 報告書作成を 中心 と な っ て行 う 。

【産 科 医 】 レポー タ ー に よ る ｢報告書案｣ の作成に先立ち 、 事案の論点整

理等を部会長や レポー タ ー と 共に行 う と と も に 、 ｢報告書案｣ の

内容について 、 産科学の専門家の立場で必要な意見や助言を行

い 、 報告書作成に協力する 。

【小児科医】 ｢報告書案｣ の内容について 、 小児科学や新生児科学の専門家の

立場で必要な意見や助言を行い 、 報告書作成に協力す る 。

【助 産 師】 ｢報告書案｣ の 内容について 、 助産学の専門家の立場で必要な意

見や助言を行い 、 報告書作成に協力する 。

【法 律 家 】 ｢報告書案｣ の 内容について 、 論点 を整理する と と も に 、 保護者

に と っ てわか り やすい報告書に な る よ う 必要な意見や助言を行

い 、 報告書作成に協力す る 。

( 2 ) 原 因分析報告書に係 る責任につ いて

【主な意見】

○ 原因分析報告書の 内容等についての責任は誰が負 う のか 、 教えて ほ しい。

【対応 】

○ 部会で取 り ま と め ら れ 、 本委員会で承認 さ れた原因分析報告書の内容等に

ついて は 、 本制度の運営組織であ る 日 本医療機能評価機構が児 ･ 保護者や分娩

機関 、 国民一般に対する責任を負 う 。

○ 一方、 ｢原因分析報告書作成マニ ュ アル｣ では 、 原因分析報告書に部会委員

の氏名 と 所属が記載 される こ と と し てい る た め 、 原因分析報告書について の

対外的な責任を部会が負 う かの よ う な印象を与え る こ と への懸念が示 さ れて

い る こ と か ら 、 原因分析報告書等への部会委員名等の記載については 、 以下

の と お り 整理する こ と と したい。



《原因分析報告書等への部会委員名 等の記載につ いて 》

･ 責任の所在 を 明確にす る た め 、 原因分析報告書を分娩機関や児 ･ 保護者に

送付する 際、 送付文に本制度の運営組織であ る 日 本医療機能評価機構が児 ･

保護者や分娩機関 、 国民一般に対する 責任を負 う こ と を記載する 。

･ 原 因分析報告書には 、 マニ ュ アル どお り 、 部会委員名 (氏名 お よ び主た る所

属学会) と 役割 (部会長名 を含む) を記載する 。

原因分析報告書の ｢要約版｣ には部会名 のみ記載する 。

｢全文版｣ は 、 部会委員名 (氏名お よび主た る所属学会) と 役割 (部会長名 を

含む) の う ち 、 氏名 のみをマス キ ング又は削除する 。

○ 上記のイ メ ージは 、 以下の と お り であ る 。

《原因分析報告書》

原因分析委員会 部会委員名簿

第0部会 部会長 ･ 産婦人科医 ○○ 00 ( 日 本産科婦人科学会)

産婦人科医 ○○ 00 ( 日 本産科婦人科学会)

産婦人科医 00 00 ( 日 本産科婦人科学会)

小児科医 00 00 ( 日 本未熟児新生児学会)

助産師 00 ○○ ( 日 本助産師学会)

弁護士 00 ○○

弁護士 00 ○○

原因分析、委員会 第0部会
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《 ｢全文版｣ 》

原因分析委員会 部会委員名簿

第0部会 部会長 ･ 産婦人科医 ( 日 本産科婦人科学会)

産婦人科医 ( 日 本産科婦人科学会)

産婦人科医 ( 日 本産科婦人科学会)

小児科医 ( 日 本未熟児新生児学会)

助産師 ( 日 本助産師学会 )

弁護士

弁護士

(他に 、 マ ス キ ン グを した部分を削除する方法が あ る 。 )

( 3 ) 診療録等の分娩機関等か ら提出 さ れた資料の部会委員への提供につ いて

【主な意見】

○ 事務局の産科医 ･ 助産師が作成 した ｢事例の概要｣ 等の資料だけでな く 、

診療録 ･ 助産録や検査デー タ 等の分娩機関等か ら提出 さ れた資料を確認 した

い。 報告書案の検討段階で 、 それ ら の資料を部会委員に提供 して ほ しい。

【対応 】

診療録 ･ 助産録、 検査デー タ等の分娩機関等か ら提出 さ れた資料は 、 当 面

の措置 と して 、 部会長お よび当該事案を担当す る レポータ ーに 、 ｢事例の概要｣

等 と 合わせて事務局か ら提供す る 。 他の部会委員については 、 必要 に応 じて

提供す る 。
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( 4 ) ｢事例の概要｣ の部会に お け る修正 について

【主な意見】

○ 報告書を作成す る過程で 、 ｢ 2 . 事例の概要｣ に記載 された分娩経過等につ

いて も 、 部分的 に修正を行な う こ と が望ま しい。

○ ｢ 2 . 事例の概要 ｣ は 、 児 ･ 保護者や分娩機関が一度確認 して確定 してい

る ので 、 変更 しない方が よ い 。

○ ｢ 2 . 事例の概要｣ に ｢○ ○ ○ に記載が ない ｣ と 記載す る こ と は 、 保護者

が報告書を見て ｢記載 していない こ と が悪い｣ と い う 印象を持たせる ので、 ｢ ○

○○ に記載が ない ｣ と の表現は しない方が よ い。

○ ｢診療体制等に関する情報｣ に 、 分娩機関が事例発生後に実施 した再発防

止策が記載 されてい る場合、 そ の こ と を報告書中 の ｢ 2 ‐ 事例の概要｣ の 7 )

に記載す る の は 、 全体の流れにそ ぐわ ないのではないか。

【対応 】

｢事例の概要｣ は 、 最終的 には 、 部会で確定す る 。 しか し 、 分娩機関お よ

び児 ･ 保護者の確認を経てい る も のであ る ため 、 大幅な記載の変更は行わな

い よ う 姦こす る こ と が望ま しい。

レポー タ ーは 、 事務局が作成 した ｢事例の概要｣ を分娩機関に送付す る前

に確認を行 う 。

なお 、 分娩機関お よび児 ･ 保護者には 、 確認の た め の書類を送付す る 際に 、

確認後 に も変更が あ り 得 る こ と の説明文を加 え る 。

｢診療録に記載がない ｣ な ど と い う 表現については 、 原因分析の観点で重

要な記載に関 して記載が ない場合に 、 その よ う に表現する 。

｢診療体制等に関する 情報｣ に 、 分娩機関が事例発生後に実施 した再発防

止策等が記載 さ れてい る場合、 そ の 内容を ｢ 2 . 事例の概要｣ 中 に 、 全体の

流れを損なわない よ う 、 ｢事例発生後の事例検討｣ の よ う に小項 目 を設け る な

ど工夫 して記載する 。

( 5 ) ｢ 原因分析報告書作成マ ニ ュ アル｣ の位置づけにつ いて

【主な意見 】

○ ｢原因分析報告書作成マニ ュ アル｣ に関 して 、 ｢マ ニ ュ アル｣ と い う と 極め
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て強い拘束力 を持つ印象を受け る が 、 どの程度遵守すべき も の な のか。

【対応】

｢原因分析報告書作成マニ ュ アル｣ に記載 されてい る事項は 、 原則 と し て

部会において遵守いただ く 。

マ ニ ュ アルに記載が ない も の の 、 他の部会や本委員会 と も 共有すべき 事項

が 出 て き た場合に は 、 適宜マニ ュ アルを改訂す る 。

( 6 ) 脳性麻痺の発症 と は関係が少な い診療行為への医学的評価につ いて

【主な意見】

○ 原因分析報告書は 、 脳性麻痺の発症原因 に 関する報告書で あ り 、 脳性麻痺

の発症 と は関係が少ない診療行為について 、 一つ一つ医学的評価を加 え る 意

味が乏 しいの ではないか。

○ 部会の審議は時間的制約 も あ る 中 で行われ る の で 、 脳性麻痺の発症 と 関係

の深い診療行為にポイ ン ト を絞っ て評価する こ と に し ないか。

【対応】

基本的 には 、 脳性麻痺の発症 と 関係の深い診療行為に対 して の評価を重点

的に記載す る 。 ま た 、 産科医療の質の 向上に資する こ と も 原因分析の 目 的の

一つであ る の で 、 再発防止の観点で重要 と 考 え ら れ る診療行為について も 可

能な範囲で医学的評価を行 う 。

( 7 ) 原因分析の基 と な る情報の範囲につ いて

【主な意見 】

○ 原因分析を行 う &こ 際 して 、 診療録等に記載 さ れた情報のみに基づき行 う の

では不十分な場合が あ る 。 原因分析報告書は限 られた資料に基づ き作成 さ れ

た も のであ る こ と を明記すべき ではないか。
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【対応 】

･ 分娩機関や児 ･ 保護者に原因分析報告書を送付する 際、 マニ ュ アルの 7 ペ

ージに記載 さ れてい る ｢ 医学的評価は 、 分娩機関か ら の情報お よび児 ･ 家族

か ら の意見に基づいて 、 分かる範囲内で行われ る ｣ と い う 旨 を記載する 。

･ 報告書冒頭の ｢ 1 . は じ め に ｣ に 、 ｢ こ の報告書は 、 原因分析委員会におい

て診療録等に基づ き 医学的 な観点 (助産 ･ 看護学的な観点 を含む) で原因分

析 した結果を (後略) ｣ と 波線部 を追記する (マ ニ ュ アルを改訂する 。 ) 。

( 8 ) 家族か ら の疑問 ･ 質問に対す る 回答につ いて

【主な意見】

○ ｢別紙 ｣ の家族か ら の疑問 ･ 質問 に対す る 回答は 、 いっ 、 誰が作成す る の

か。 ま た 、 部会で審議を行 う の か。

○ ｢児 ･ 家族か ら の情報｣ の ｢ ( 2 ) 分娩で感 じた こ と 、 疑問や説明 して ほ し

い こ と =こ記載 さ れた事項に 、 回答する か否かは 、 部会で判断 して よ いのか。

【対応】

家族か ら の疑問 ･ 質問に対する 回答は 、 レポー タ ーが報告書案 と 合わせて

案を作成 し 、 部会において審議 し 、 決定す る 。

｢ ( 2 ) 分娩で感 じた こ と 、 疑問や説明 して ほ しい こ と ｣ への記載事項につ

いて は 、 医学的評価の範曠において分か る範囲で可能な限 り 回答す る 。 回答

でき ない場合は 、 その 旨 を ｢別紙｣ に記載す る 。
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